
1984年出上の木簡

一

検
出
し
た
遺
構
は
、
古
代
の
濤
跡
五
条
で
す
べ
て
が
重
複
関
係
を
有
し
て
お

り
、
木
簡
は
最
も
古
い
溝
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
遺
物
は
、
須
恵
器
杯
、
高

台
付
杯
、
甕
、
赤
焼
き
土
器
杯
、
灰
釉
陶
器
皿
、
瓦
、
土
錘
、
木
製
品
、
鉄
製

品
、
砥
石
な
ど
が
あ
る
。
墨
書
土
器
は
二
三
点
を
数
え
、
そ
の
中
に
は
須
恵
器

奏
の
体
部
に

「
…
郡
進
」
と
墨
書
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
木
製
品
に
は
、

木
簡
の
他
に
盤
、
曲
物
の
蓋
板
と
底
板
、
弓
な
ど
が
あ
る
。

調
査
区
に
隣
接
す
る
地
区
か
ら
は
、
平
安
時
代
前
半
ぞ
後
半
に
わ
た
る
掘
立

柱
建
物
跡
、
竪
穴
住
居
跡
、
井
戸
跡
な
ど
の
住
居
施
設
や
、
水
田
跡
や
溝
跡
な

ど
の
生
産
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

ω
　
　
「
禁
柱
八
十

ｏ
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（〓
∀
囀
益

ｏも

９
　
関
係
文
献

多
賀
城
市
教
育
委
員
会

『
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遺
跡
調
査
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調
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官
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調
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５９
）
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３
　
発
掘
機
関
　
　
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

４
　
調
査
担
当
者
　
一局
野
芳
宏
ほ
か

５
　
遺
跡
の
種
類
　
国
府
跡

６
　
ｕ退
跡
の
時
代
　
奈
良
時
代
ｉ
平
安
時
代

７
　
述退
跡
及
び
木
筒
出
土
遺
構
の
概
要

多
賀
城
は
、
奈
良

・
平
安
時
代
の
陸
奥
国
府
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に
は
鎮
守

府
も
併
置
さ
れ
て
い
た
。
外
郭
は
一
辺
六
七
〇
ぞ

一
〇
〇
〇
ｍ
は
ど
の
不
整
方

形
を
な
し
、
そ
の
ほ
ぼ
中
央
に
東
西

一
〇
三
ｍ
、
南
北

一
一
六
ｍ
の
政
庁
跡
が

あ
る
。
調
査
の
結
果
、
政
庁
跡
に
は
大
別
し
て
第
ｌ
ｉ
Ⅳ
期
の
変
遷
が
把
握
さ

れ
る
。
各
期
の
年
代
は
、
第
Ｉ
期
が
多
賀
城
創
建
の
八
世
紀
前
半
を
八
世
紀
中

頃
、
第
ｌ
期
が
八
世
紀
中
頃
イ
七
八
〇
年
の
伊
治
公
砦
床
呂
の
乱
に
よ
る
焼
失

ま
で
、
第
Ⅲ
期
が
そ
の
復
興
イ
八
六
九
年
の
貞
観
の
大
地
震
に
よ
る
被
災
ま
で
、

第
Ⅳ
期
が
そ
の
修
復
ｉ
政
庁
の
終
末
で
あ
る
一
〇
世
紀
中
頃
ま
で
と
な
る
。

今
回
木
簡
が
出
上
し
た
の
は
、
外
郭
西
辺
低
湿
地
の
区
画
施
設
の
構
造
と
そ

の
変
遷
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
第
四
七
次
調
査
で
あ
る
。

外
郭
西
辺
で
は
、
今
次
調
査
区
の
南
方
約

一
Ｏ
Ｏ
ｍ
の
地
点
を
対
象
と
し
た
一

一Ｂｒ
，



紀
前
半
ま
で
に
二
回
建
て
替
え
ら
れ
た
後
、　
一
〇
世
紀
前
半
な
い
し

一
〇
世
紀

中
頃
に
廃
絶
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
材
木
塀
の
東
西
両
側
で
、
九
世
紀
に
掘
ら

れ

一
〇
世
紀
前
半
以
前
に
埋
ま
り
き

っ
た
材
木
塀
に
伴
う
南
北
の
大
溝
が
検
出

さ
れ
た
が
、
木
簡
は
そ
れ
ら
か
ら
出
土
し
た
。
な
お
、
今
次
調
査
で
は
、
政
庁

第
Ｉ
期

。
第
Ⅱ
期
に
あ
た
る
八
世
紀
代
の
区
画
施
設
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

木
簡
は
、
材
木
塀
の
西
側
の
大
溝
か
ら
八
点
、
東
側
の
大
溝
か
ら

一
点
の
計

九
点
出
土
し
て
い
る
。
木
衛
は
、
出
上
し
た
溝
の
年
代
よ
り
、
い
ず
れ
も
ほ
ば

九
世
紀
頃
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。

西
側
の
大
溝

九
七
〇
年
度
の
第

一
〇
次
調
査
で
材
木
列
が
検
出
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
こ
れ
を
外

郭
を
区
画
す
る
築
地
塀
の
基
礎
地
業
の
上
留
め
施
設
と
理
解
し
て
き
た
。
と
こ

ろ
が
、
今
次
調
査
で
こ
れ
と

一
連
と
見
ら
れ
る
材
木
列
が
検
出
さ
れ
、
こ
の
材

木
列
自
体
が
地
上
に
立
ち
上
が
る
材
木
塀
の
跡
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

今
次
調
査
で
の
発
見
遺
構
に
は
材
木
塀
跡
三

。
溝
跡

一
〇

。
土
羨
跡
二

・
杭

列
跡
三
な
ど
、
出
土
遺
物
に
は
少
量
の
上
師
器

・
須
恵
器

・
瓦

。
木
簡

・
木
製

品
な
ど
が
あ
る
。
材
木
塀
は
九
世
紀
に
構
築
さ
れ
、
九
世
紀
末
な
い
し

一
〇
世
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西
側
の
大
溝
か
ら
出
上
し
た
木
簡
の
う
ち
、
ω
ｉ
⑭
の
四
点
は
一
括
し
て
出

上
し
、
⑤
ｉ
⑥
の
四
点
も
こ
れ
ら
の
南
側
に
近
接
し
た
地
点
で
出
土
し
て
い
る
。

①
ぞ
④
は
、
い
ず
れ
も
短
冊
形
の
材
の
一
端
に
両
側
か
ら
切
り
込
み
を
入
れ

た
同

一
の
材
質
の
も
の
で
、
法
量
も
ほ
ば

一
致
し
て
い
る
。
こ
の
現
形
は
、
ω

。
②
で
文
字
が
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
初
の
木
簡
に
二
次
的
な
加
工
を

施
し
て
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
記
載
内
容
な
ど
か
ら
見
て

墨
書
は
す
べ
て
一
連
の
も
の
で
あ
り
、
加
工
後
に
文
字
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

い
ず
れ
も
両
面
も
し
く
は
片
面
に
刻
界
線
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
基
準
に

月
や
人
名
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
①

ｏ
②
の
界
線
は
、
そ
の
間
隔
な
ど
位
置

関
係
の
一
致
か
ら
、
本
来
は
同

一
の
木
簡
で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

③
に
は

「
一
人
番
長
火
長
」
と
い
う
②
と
同

一
語
句
が
見
ら
れ
、
や
は
り
界
線

を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
同

一
も
し
く
は
一
連
の
木
簡
か
ら
加
工
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
二
次
的
な
加
工
を
受
け
る
以
前
の
木
簡
は
、
ω
ｉ
①
の
記
載
内
容

な
ど
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
界
線
が
あ
る
こ
と
、

「十
月
」
ｏ
「
上
〔帥
］
・〕
「
下

旬
」
な
ど
の
語
が
書
き
始
め
に
あ
る
こ
と
、
「
番
長
」
。
「
火
長
」
。
「旅
×
（帥
と

な
ど
の
語
句
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
大
き
な
板
状
の
木
簡
で
、
軍
団

兵
士
の
一
定
期
間
の
交
替
勤
務
の
様
子
を
ま
と
め
た

「
兵
士
番
上
簿
」
と
で
も

呼
が
べ
き
帳
簿
で
あ

っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
④
も
、
界
線
や
人
名
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
同

一
も
し
く
は
一
連
の
木
簡
で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑥

・
⑥

・
④
は
、
法
量
は
異
な
る
が
、
①
ｉ
④
と
同
様
の
形
態
を
と

っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
も
形
態
や
材
質
が
同
じ
で
刻
界
線
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
①
ぞ
⑭
と

一
連
の
木
簡
で
あ

っ
た
も
の
を
二
次
的
に
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
①
は
①
ｌ
⑭
と
は
形
態
や
材
質
を
異
に
す
る
も
り
で
、
上
端
が
折

損
し
て
お
り
左
右
側
面
も
割
れ
面
を
な
し
て
い
る
。

東
側
の
大
溝
か
ら
出
土
し
た
０
は
、
細
長
い
短
冊
形
で
、
ほ
ぼ
完
形
で
あ
る
。

文
字
は
表
側
に
二
行
、
一異
側
に
三
行
認
め
歩
れ
る
。
表
側
は
、
安
積
団
ら
解
文

と
し
て
使
わ
れ
た
後
に
二
度
に
わ
た
る
習
書
が
な
さ
れ
て
い
る
。
解
文
の
部
分

は
難
解
で
あ
る
が
、

「安
積
団
解
し
〔酔
兄
．
□
番
日
□
事
。
番
を
畢
り
、
玉
前

の
釧
を
度
え
て
本
土
に
還
る
。
安
積
団
会
津
郡
の
番
。　
度
え
て
還
る
。」

と
読

め
い
会
津
郡
兵
士
の
本
土
へ
の
帰
還
の
許
可
を
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
玉
前
刻
」
の
存
在
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
献
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
木
簡

に
よ
っ
て
初
め
て
知
ら
れ
た
。
裏
側
の
記
載
に
は

「
二
人
」
の
語
が
あ
り
、
帰

還
す
る
兵
士
の
数
的
な
内
訳
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

異
筆
１
は
、
物
品
名
と
そ
の
数
量
を
二
行
に
記
し
た
習
書
で
あ
る
。
異
筆
２

は
仏
教
に
関
す
る
語
の
習
書
で
、
最
後
に
余
自
を
利
用
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

９
　
関
係
文
献

官
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研
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